
　

エ
リ
ト
リ
ア
は
エ
チ
オ
ピ
ア
と
の
間

で
三
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ

た
長
い
解
放
闘
争
の
果
て
に
一
九
九
三

年
に
悲
願
の
独
立
を
達
成
し
、
ア
フ
リ

カ
五
三
番
目
の
国
家
と
な
っ
た
。
エ
リ

ト
リ
ア
の
独
立
は
、
解
放
闘
争
を
戦
っ

た
エ
リ
ト
リ
ア
人
民
解
放
戦
線
（E

ri-

tre
a
n
 P
e
o
p
le

's L
ib
e
ra
tio
n
 

F
ron
t

：
Ｅ
Ｐ
Ｌ
Ｆ
）
が
主
勢
力
と
な
っ

て
達
成
さ
れ
た
。Ｅ
Ｐ
Ｌ
Ｆ
は
独
立
後
、

民
主
主
義
と
正
義
の
人
民
戦
線
（P
eo-

ple

's F
ron
t of D

em
ocracy an

d
 

Justice

：
Ｐ
Ｆ
Ｄ
Ｊ
）
と
名
称
を
変

更
し
た
。
Ｐ
Ｆ
Ｄ
Ｊ
の
代
表
で
あ
る
イ

サ
イ
ア
ス
・
ア
フ
ェ
ウ
ォ
ル
キ
が
エ
リ

ト
リ
ア
の
初
代
大
統
領
と
な
り
、
現
在

ま
で
政
権
の
中
核
を
し
め
る
。
新
政
権

樹
立
後
、
地
方
議
会
の
選
挙
は
実
施
さ

れ
た
も
の
の
、
全
国
規
模
で
の
選
挙
は

実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
Ｐ
Ｆ
Ｄ
Ｊ
一
党
制

の
国
家
体
制
が
続
く
。

　

二
〇
一
三
年
に
は
独
立
二
〇
周
年
を

迎
え
る
エ
リ
ト
リ
ア
で
あ
る
が
、
独
立

後
に
同
国
が
た
ど
っ
た
道
の
り
は
決
し

て
平
た
ん
で
は
な
い
。
一
九
九
八
年
に

は
エ
リ
ト
リ
ア
・
エ
チ
オ
ピ
ア
国
境
紛

争
が
勃
発
し
、
そ
の
後
も
近
隣
諸
国
と

の
対
立
が
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。
近
年

は
、ソ
マ
リ
ア
の
反
暫
定
政
府
勢
力
ア
ッ

シ
ャ
バ
ー
ブ
と
の
関
係
が
国
際
社
会
で

大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
二
〇
〇
九
年

と
二
〇
一
一
年
に
相
次
い
で
国
連
安
保

理
に
よ
る
エ
リ
ト
リ
ア
制
裁
が
決
定
さ

れ
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
国
連
安
保
理
の

制
裁
は
ソ
マ
リ
ア
問
題
と
深
く
関
与
し

て
い
る
。
エ
リ
ト
リ
ア
は
ソ
マ
リ
ア
の

反
暫
定
政
府
勢
力
を
支
援
し
て
ソ
マ
リ

ア
和
平
の
障
害
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た

エ
チ
オ
ピ
ア
の
反
政
府
勢
力
支
援
に
よ

り
東
ア
フ
リ
カ
全
体
の
不
安
定
化
を
引

き
起
こ
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
⑴

。

●
国
連
制
裁
と
そ
の
影
響

　

二
〇
〇
九
年
の
安
保
理
決
議
一
九
〇

七
で
は
、
エ
リ
ト
リ
ア
に
対
し
て
武
器

禁
輸
、
な
ら
び
に
一
部
の
政
府
関
係
者

に
対
す
る
渡
航
禁
止
や
資
産
凍
結
の
制

裁
が
決
定
さ
れ
た
。
安
保
理
決
議
の
背

景
に
は
、
ソ
マ
リ
ア
を
含
め
た
東
ア
フ

リ
カ
の
治
安
を
問
題
視
す
る
ア
フ
リ
カ

連
合
の
決
議
も
あ
っ
た
。

　

二
〇
一
一
年
一
二
月
の
安
保
理
決
議

二
〇
二
三
は
、
二
〇
〇
九
年
の
制
裁
を

強
化
す
る
内
容
と
な
っ
た
。
同
決
議
で

も
エ
リ
ト
リ
ア
は
ア
フ
リ
カ
の
角
地
域

の
安
定
を
脅
か
す
存
在
で
あ
る
と
言
及

さ
れ
、
武
器
禁
輸
の
徹
底
や
制
裁
対
象

者
の
拡
大
も
行
わ
れ
た
。
加
え
て
、
各

国
の
反
政
府
勢
力
を
支
援
す
る
エ
リ
ト

リ
ア
政
府
の
財
源
も
制
裁
の
対
象
と

な
っ
た
。
エ
リ
ト
リ
ア
政
府
の
重
要
な

収
入
源
で
あ
る
在
外
エ
リ
ト
リ
ア
人
か

ら
の
税
の
徴
収
、
な
ら
び
に
鉱
山
か
ら

の
収
入
に
つ
い
て
決
議
で
言
及
さ
れ
、

そ
の
使
途
の
透
明
性
提
示
が
エ
リ
ト
リ

ア
政
府
に
求
め
ら
れ
、
国
連
の
監
視
対

象
と
さ
れ
た
。

　

エ
リ
ト
リ
ア
政
府
は
、
安
保
理
制
裁

に
強
硬
に
反
対
を
表
明
し
、
北
東
ア
フ

リ
カ
の
安
定
に
関
す
る
独
自
の
報
告
書

を
国
連
に
提
出
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
ほ

ぼ
黙
殺
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
の

制
裁
か
ら
半
年
以
上
が
経
過
し
た
が
、

そ
の
影
響
は
確
実
に
表
れ
て
い
る
。

ア
ッ
シ
ャ
バ
ー
ブ
に
対
す
る
エ
リ
ト
リ

ア
の
武
器
供
与
の
減
少
も
報
告
さ
れ

た
。
世
界
中
に
一
〇
〇
万
人
い
る
と
い

わ
れ
る
在
外
エ
リ
ト
リ
ア
人
か
ら
そ
の

収
入
の
二
％
を
エ
リ
ト
リ
ア
国
庫
に
納

め
さ
せ
る
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
税

は
、
エ
リ
ト
リ
ア
の
重
要
な
収
入
源
で

あ
る
。
制
裁
決
定
後
に
イ
ギ
リ
ス
と
ド

イ
ツ
に
居
住
す
る
エ
リ
ト
リ
ア
人
の
税

支
払
い
は
禁
止
さ
れ
た
。
今
後
、
他
の

国
も
同
制
裁
に
追
随
す
る
可
能
性
も
あ

り
、
外
貨
収
入
源
の
減
少
は
エ
リ
ト
リ

ア
政
府
の
重
い
負
担
と
な
る
に
違
い
な

い
。
他
方
、
ア
ラ
ブ
の
春
の
政
変
に
よ

り
エ
ジ
プ
ト
や
リ
ビ
ア
の
後
ろ
盾
を

失
っ
た
エ
リ
ト
リ
ア
は
、
二
〇
一
二
年

に
な
っ
て
ウ
ガ
ン
ダ
と
の
関
係
を
密
に

し
て
い
る
。
エ
リ
ト
リ
ア
は
ウ
ガ
ン
ダ

に
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｄ
⑵

を
は
じ
め
東
ア
フ
リ

カ
、
な
ら
び
に
ア
フ
リ
カ
連
合
に
お
け

る
調
整
役
を
期
待
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

特　集

 不安定化する
｢サヘル・アフリカ｣

眞
城
百
華

エ
リ
ト
リ
ア
を
取
り
巻
く
国
際
関
係

― 

新
興
独
立
国
二
〇
年
の
歩
み 

―
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● 

エ
チ
オ
ピ
ア
な
ら
び
に
国
際
社

会
と
の
軋
轢

　

国
連
決
議
で
は
、
ジ
ブ
チ
、
ソ
マ
リ

ア
、
エ
チ
オ
ピ
ア
と
エ
リ
ト
リ
ア
の
関

係
が
問
題
視
さ
れ
制
裁
に
つ
な
が
っ
た

が
、そ
の
対
外
関
係
を
突
き
詰
め
れ
ば
、

同
国
が
対
峙
す
る
の
は
歴
史
的
に
深
い

対
立
関
係
に
あ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
、
な
ら

び
に
エ
チ
オ
ピ
ア
の
強
力
な
同
盟
国
ア

メ
リ
カ
で
あ
る
。
独
立
直
後
に
エ
リ
ト

リ
ア
が
抱
え
た
最
初
の
難
問
は
、
一
九

九
八
年
に
勃
発
し
た
エ
チ
オ
ピ
ア
と
の

国
境
紛
争
で
あ
っ
た
。
両
国
で
七
万
人

以
上
の
死
者
を
出
し
た
と
い
わ
れ
る
こ

の
紛
争
は
二
〇
〇
〇
年
に
一
応
の
和
平

合
意
に
達
し
た
も
の
の
、
現
在
に
至
る

ま
で
両
国
の
国
交
は
回
復
し
て
い
な

い
。
同
紛
争
も
単
に
国
境
の
領
有
問
題

に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
ッ
サ
ブ
港
の
使
用

料
や
エ
リ
ト
リ
ア
の
新
通
貨
導
入
な
ど

複
数
の
問
題
が
背
景
に
あ
る
と
指
摘
さ

れ
て
き
た
。
国
境
紛
争
は
二
国
間
の
紛

争
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
エ
チ

オ
ピ
ア
支
援
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
エ

リ
ト
リ
ア
と
ア
メ
リ
カ
の
対
立
も
導
か

れ
た
。

　

国
境
紛
争
後
か
ら
エ
リ
ト
リ
ア
と
国

際
社
会
の
軋
轢
が
報
じ
ら
れ
始
め
た
。

エ
リ
ト
リ
ア
は
、
新
興
独
立
国
と
し
て

外
交
に
お
い
て
も
試
行
錯
誤
を
繰
り
返

し
て
い
る
。
エ
チ
オ
ピ
ア
を
は
じ
め
近

隣
諸
国
と
の
対
立
に
耳じ

目も
く

は
集
ま
る

が
、
一
方
で
エ
リ
ト
リ
ア
は
、
二
〇
〇

六
年
に
ス
ー
ダ
ン
東
部
の
反
政
府
勢
力

の
同
盟
で
あ
る
東
部
戦
線
と
ス
ー
ダ
ン

政
府
の
間
の
和
平
合
意
を
仲
介
し
て
地

域
の
安
定
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し

た
。
次
に
エ
リ
ト
リ
ア
が
関
与
し
た
の

は
ソ
マ
リ
ア
で
あ
る
。
国
内
に
ソ
マ
リ

ア
難
民
キ
ャ
ン
プ
も
抱
え
る
エ
リ
ト
リ

ア
は
、
二
〇
〇
七
年
九
月
に
ソ
マ
リ
ア

の
諸
勢
力
の
代
表
を
集
め
た
ソ
マ
リ
ア

和
平
会
合
を
首
都
ア
ス
マ
ラ
で
開
催
し

た
。
欧
米
中
心
で
は
な
い
エ
リ
ト
リ
ア

主
催
の
同
会
合
の
開
催
後
、
エ
リ
ト
リ

ア
と
国
際
社
会
、
特
に
ア
メ
リ
カ
と
の

関
係
が
悪
化
し
た
。

●
歴
史
的
背
景

　

エ
リ
ト
リ
ア
の
強
硬
な
対
外
政
策
、

特
に
エ
チ
オ
ピ
ア
と
の
対
立
関
係
を
理

解
す
る
た
め
に
は
、
エ
リ
ト
リ
ア
の
独

立
に
至
る
困
難
な
道
程
を
振
り
返
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
イ
タ
リ
ア
植
民
地
で

あ
っ
た
エ
リ
ト
リ
ア
は
、
一
九
四
一
年

か
ら
は
イ
ギ
リ
ス
軍
の
統
治
下
に
お
か

れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
連
合
国
な

ら
び
に
国
連
で
そ
の
処
遇
が
討
議
さ
れ

た
。
国
連
で
は
エ
リ
ト
リ
ア
に
つ
い
て

独
立
、
信
託
統
治
、
エ
チ
オ
ピ
ア
と
の

連
邦
制
の
三
つ
の
選
択
肢
が
提
示
さ
れ

た
。
一
九
五
〇
年
の
国
連
総
会
で
エ
リ

ト
リ
ア
と
エ
チ
オ
ピ
ア
の
連
邦
制
が
決

定
さ
れ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
エ
チ
オ

ピ
ア
の
エ
リ
ト
リ
ア
に
対
す
る
領
土
的

主
張
と
、
エ
リ
ト
リ
ア
に
軍
事
基
地
を

設
け
た
ア
メ
リ
カ
の
強
い
影
響
が
あ
っ

た
。エ
チ
オ
ピ
ア
と
の
連
邦
制
の
下
で
、

エ
リ
ト
リ
ア
は
議
会
や
憲
法
を
も
つ
自

治
政
府
を
築
い
た
が
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の

介
入
に
よ
り
一
九
六
二
年
に
エ
リ
ト
リ

ア
は
エ
チ
オ
ピ
ア
に
強
制
併
合
さ
れ

た
。
エ
チ
オ
ピ
ア
に
よ
る
介
入
や
併
合

に
反
対
す
る
エ
リ
ト
リ
ア
の
勢
力
は
国

連
に
対
し
異
議
や
調
停
を
申
し
立
て
た

が
、
そ
の
声
は
聞
き
届
け
ら
れ
ず
、
分

離
独
立
を
求
め
た
三
〇
年
に
及
ぶ
内
戦

の
災
禍
に
巻
き
込
ま
れ
た
。

　

エ
チ
オ
ピ
ア
に
よ
る
エ
リ
ト
リ
ア
介

入
と
支
配
、
な
ら
び
に
そ
れ
を
許
容
し

て
き
た
国
際
社
会
に
対
す
る
エ
リ
ト
リ

ア
の
不
信
は
根
深
い
。
今
回
の
国
連
制

裁
も
、
ソ
マ
リ
ア
を
中
心
と
し
た
東
ア

フ
リ
カ
の
和
平
が
目
さ
れ
て
い
る
が
、

エ
リ
ト
リ
ア
制
裁
が
継
続
す
れ
ば
エ
チ

オ
ピ
ア
に
よ
る
軍
事
介
入
を
招
き
か
ね

な
い
。
国
連
報
告
書
も
エ
チ
オ
ピ
ア
政

府
が
エ
リ
ト
リ
ア
の
現
政
権
打
倒
を
主

張
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
⑶

。

制
裁
が
エ
リ
ト
リ
ア
に
与
え
る
影
響

は
、
エ
リ
ト
リ
ア
の
主
権
の
問
題
、
両

国
関
係
の
悪
化
に
よ
る
更
な
る
混
乱
を

含
め
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

●
む
す
び
に
か
え
て

　

エ
リ
ト
リ
ア
を
取
り
巻
く
国
際
関
係

は
今
後
ど
う
推
移
す
る
だ
ろ
う
か
。
制

裁
が
継
続
す
れ
ば
、
エ
チ
オ
ピ
ア
と
の

対
立
が
更
に
顕
在
化
す
る
だ
ろ
う
。
二

〇
一
二
年
三
月
か
ら
エ
チ
オ
ピ
ア
が
反

政
府
勢
力
拠
点
の
攻
撃
と
い
う
名
目
で

エ
リ
ト
リ
ア
領
内
に
軍
事
攻
撃
を
行

い
、
両
国
間
の
緊
張
は
こ
こ
数
年
で
最

も
高
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
八
月
の
エ
チ

オ
ピ
ア
の
メ
レ
ス
首
相
の
急
逝
は
、
エ

チ
オ
ピ
ア
内
政
の
み
な
ら
ず
北
東
ア
フ

リ
カ
一
帯
に
今
後
重
大
な
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
は
必
須
で
あ
る
。
同
地
域
の
政

情
は
今
後
も
予
断
を
許
さ
な
い
。
エ
リ

ト
リ
ア
が
抱
え
る
諸
問
題
は
、
新
興
独

立
国
が
抱
え
る
問
題
で
も
あ
る
。
エ
リ

ト
リ
ア
と
い
う
小
国
が
、
内
政
で
は
諸

勢
力
の
調
和
と
「
民
主
化
」
の
課
題
、

対
外
関
係
に
お
い
て
は
国
際
社
会
や
近

隣
諸
国
と
の
緊
張
関
係
、
こ
れ
ら
を
乗

り
越
え
て
い
か
な
る
国
家
運
営
を
行
う

か
、
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
ま
き　

も
も
か
／
津
田
塾
大
学
）
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